
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

800 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　県が緊急財政対策のため、2012年11月に打ち出した県立図書館の閲覧・貸出機能の廃止方針が

大幅に見直されそうだ。黒岩知事が12月２日の議会本会議で、県立図書館の建て替えを視野に入れ

た再整備方針を表明したとの報道があった。県民の「知の拠点」としてさらに充実させる考えだと

いう。

　公共施設の中でも図書館は、蔵書の購入費や運営経費が膨大になりがちなこともあり、特に県

レベルで近年、市町村との役割分担を踏まえて見直しの動きが目立っている。市町村レベルでは運営

を民間に委ねる潮流にあり、県内でも海老名市がレンタルソフト店大手「TSUTAYA」（ツタヤ）を

運営する事業体を2014年4月からの指定管理者として選定したことが明らかになった。

　県の廃止方針転換の背景には「民間からの提言」の影響も少なからずあるようだが、本を手にし

ない人々が増加傾向にある今日、本から学ぶことの奥行きを伝えられる図書館の存在意義はより高

まっているように思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （谷本有美子）

巻頭言
「中央公論」の2013年12月号に「壊死する地方都市」という特集が組まれていた。元岩手県知事で

総務大臣も歴任した増田寛也氏と人口減少問題研究会の共著で、「2040年、地方消滅。『極点社

会』が到来する」というタイトルの主論文が載っており、わかりやすい人口減少社会の姿を提示し

ている。

　これによると、人口減少は３段階のプロセスを踏んでいくという。第１段階は2040年までで、生

産・年少人口は減少し続けていくが老齢人口は増加する。2025年以降はすべての都道府県で人口が

減少するようになり、2040年の総人口は1億728万人に減少する。第２段階は2060年までで、生産・

年少人口は減り続け、老齢人口が横ばいか微減となり人口の４割を占め、総人口は2048年に1億を

割って9,913万人となり、2060年には8,674万人となる。第３段階はそれ以降で、老齢人口を含めて人

口減少が急速に進み2110年には4,286万人にまで減少し、現在の３分の1になると推計している。

　人口減少は地域によってその進行度が大きく異なっているのが特徴である。大都市や県庁所在地

などの中核都市では第１段階であるのに対して、地方の多くの地域ではそれよりも30～50年速いス

ピードで人口減少が進んでおり、既に第２段階や第３段階にまでさしかかっている。大都市への若

者の流入が地方の人口減少に拍車をかけ、人口減少にも「地域間格差」を生み出し、東京一極集中

が今後も続くとしている。

　神奈川県内でも同様な傾向が読み取れる。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、県内

総人口は2025年には減少しはじめて900万人となり、2040年には70万人減少して834万人になるとさ

れている。2040年までに2010年よりも人口が増加するのは川崎市の5万人だけであり、横浜市が22万人

減少し347万人となるのをはじめ、他の各市が46万人減少し、町村は7万人減少するとされている。

　特に減少率では、2010年を100とした指数で見ると、2040年は県全体で92.2であり、横浜が94.0、

川崎が103.5、相模原が95.9、その他の市が93.9、町村が77.2となっており、町村の減少率が大きいこ

とがわかる。都市では三浦が65.7で最も減少率が大きく、町村では箱根53.0、真鶴54.3、山北57.7な

どが減少率が大きく、人口が30年間でほぼ半減することになる。

　人口減少は、地域の社会経済や住民の生活基盤そのものに大きな影響を与える。決定的なのは15

～64歳の生産年齢人口の大幅な減少で、2010年を100とした場合､2040年には全国で70.8、神奈川で

も76.4にまで下がってしまう。構成比でも全国で53.9％、神奈川で55.2％にまで下がり、人口のほぼ

半数が従属年齢人口になるということである。

  人口減少社会は既に始まっており、大都市も急速に高齢化が進み、やがて人口減少を迎える。少

子化対策として人口の維持・反転のために「結婚・妊娠・出産・子育て支援」を行うこと、超高齢

社会に対応した医療・福祉・介護をあわせた包括ケア体制を地域に築きあげること、そして社会保

障制度の確立をはじめ安心・安全な持続可能性を有する地域社会づくりが求められている。そのた

めに自治体の役割は大きい。

　これまでの横並び意識と成長依存の思考を抜本的に改め、共生・連携による横のつながりを重視

した自治体間の役割分担と自律的連携が必要になってきている。自治体自身が中長期的な展望を

持って、自助・共助・公助の役割分担をふまえた総合的な政策展開が待たれている。
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2013 年 9 月 27 日に足立区、12 月 12 日に直方市で公契約条例が成立し、全国で 9 自治体とな

った。2009 年 9 月に全国で初めて野田市で条例が制定されてから、4 年余が過ぎ、首都圏に集中

していた条例制定の動きが、今、全国に広がりはじめている。直方市は、その端緒をなすもので

ある。 
しかし、課題も見えてきた。川越市では、6 月 27 日に市議会提案の条例案が撤回され、札幌市

では、11 月 1 日に市議会で条例案が否決された。そこで、「公契約条例」をめぐる全国の動向、

新たに成立した条例の要点、制定に向けた課題について考えてみたい。 

１．公契約条例をめぐる全国動向 

 

2013 年 12 月 12 日、新たに条例が成立した

直方市は福岡県ではもちろん九州で初となり、

首都圏を大きく飛び越えての誕生となった。

公契約条例をめぐる全国の動向については、

表「公契約条例・全国の動向」のとおり、各

地に広がっている。この間、動きの比較的弱

かった都道府県段階でも、新たな動きが始ま

っている。さらに、公契約の理念やあり方な

どを定めた「公契約基本条例」も全国で 5 自

治体、また、条例によらず「要綱や指針」あ

るいは「総合評価」などで「労働・賃金条項」

を定めている自治体もある。 

さらに、2014 年 4 月施行をめざしている自

治体もある1。 

（この情報は、公開されている情報や現地

                                                  
1 山形県山形市は、2013 年 9 月市議会に条例

案が提案されたが、現在、継続中。2014 年 4
月施行をめざしている。兵庫県三木市は、2014
年 3 月市議会に提案し、4 月施行をめざしてい

る。 

の連合等関係情報を元に勝島がとりまとめた

ものである。） 

 

２．新たに条例が成立した自治体－足立

区・直方市 

 

新たに条例が成立した足立区と直方市の

「条例の概要」等は以下のとおりである。 

 

（１）足立区 

［1］足立区の概要 

足立区（近藤やよい区長・2 期）は、東京

都 23 区では渋谷区に続く 2 例目となる。全会

派の賛成で成立した。 

足立区は、東京都 23 区の最北端に位置し、

面積 53.20ｋ㎡2、人口 683,246 人3（2010 年

国調）。2013 年度の一般会計予算総額は、

2,586 億円で、財政力指数が 0.34、経常収支

                                                  
2 東京 23 区では大田区、世田谷区に次いで 3
番目の面積。 
3 東京 23 区では世田谷区、練馬区、大田区、

江戸川区に次いで 5 番目の人口。 
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比 は 8 .0（2011 年・決算 ）となって

いる。 

 

［2］条例の概要 

条例の （条例 6 条）    

   予定価 1 億 8,000 円以  

     ,000 円以  

労働報 下 額（ 条）  

    公 計労 価 

  全 労 価 

      生 基  

      区の 賃金 価 

労働報 議会（ 12 条）  

労働報 下 額について調 、 議する 

6 人以   、 、労働  

公契約等 議会（ 16 条）  

札 び 続における公 、 を

し、この条例を に するため、区長

の 関として 置する   

3 人  

指定 理 定（ 1 条）   

指定 理 と する 定で、 で定め

るもの 

 

［3］足立区の公契約条例 の  

足立区は、行政 の「 自治体」であ

る。この間、足立区は に現 の の

間 、 の 、「指定 理 制度」

の などを行ってきた。さらに、これから

は、 の が の課題であると

している 4。足立区では、「定 （国

や戸 、会計など）」を中 に「 （

間） 」することで を し、 公

                                                  
4 足立区の 数は、19 2 年度 5 53 人が

2013 年度 3 43 人（ 数 2 415）。
21、福 ・ 会 等 19、 3、
・ 等 363、 労

2 099、その 30「日本公

会中間報 」（足立区・2013 年 6 月）。 

は、 の に り向けること

で、 を向 さ ることをめざし

てきた。こ した方針を 体 するものとし

て 2014 年 1 月から、「戸 ・区 口」

を「 （ 間） 」する。 

今回 された公契約条例については、足

立区総 長は「 を するあま

り、 に係る が してはいけない」

「 に連動した賃金 の に係る

現 的な として、公契約条例の

が期 される」「足立区では 2013 年 月に公

契約条例を制定」したとしている5。 

     

（２）直方市 

［1］直方市の概要 

直方市（向野 市長・3 期）は、福岡県

の北 に位置し、北九州市から約 30 、福岡

市から約 50 の にあり面積 61. 8ｋ㎡、

人口 5 ,686 人（2010 年国調）の大都市近

都市である。人口は 1 85 年に約 6 5,000

人であったが、 し続けている。2013 年度

の一般会計予算額は、22 億 6,600 円で財

政力指数が 0.53、経常収支比 が .2（2011

年・決算 ）となっている。 

 

［2］条例制定までの な経過 

直方市は、現市長の下で 2005 年度から「行

財政 」に り み、よ やく 2010 年度に

収支の に成 した。この には、

直方市 合も市 生 を る立 から、

自ら人 、賃金等労働条 の き下 に

力してきた。2004 年度に 562 人の 数が

2012 年度には 464 人となり 6、人 総額も、

2004 年度に 38 億 6 00 円が 2012 年度には

                                                  
5 「ここまできた自治体

「日本公 会」の現 と課題 」

（「地方財 」2013 年 12 月 ぎ い） 
6 一般 、 期 、 、派

、 の合計 

2　自治研かながわ月報 2013年12月号（No.144）
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28 億 3 00 円まで した 。い 、「

を る」 に り んできた。 

また、 合は、「 間 しても市とし

ての の 下を かないよ に」との

立 であったが、これを 現するために

合として公契約条例の を行い、市長に

制定を働きかけ、2011年 1月に合 に った。

しかし、その も 体的な が見られなか

った。2012 年に一般 収集 の全面

（一 はされていた）を に、公契約

条例の 現に向けて り みをさらに め、

2013 年度に公契約条例制定に向けた市

の り みが 体 し、6 月には に

よる「直方市公契約条例 定 議会（以下「

定 議会」） 8」が 置され、条例 くりが始

まった。 定 議会は、5 回の 議を行い（

中 月 1 日から 10月 16日まで

が 施された）、10 月 30 日に 定 議

会として「直方市公契約条例案」をとりまと

めた。 定 議会の議 の としては、

案に して、労働 けでなく

からも「条例 の 大」、「報 下

額の き 」が められるなど、 始

向きな であったことがあ られる。

にとっては「予 の 開」となったとの

ことである。その 、条例案は、12 月市議会

に提案されたが、 はなく、12 月 12 日の

市議会で全 一 賛成となった。 

 

［3］条例の概要  

条例の （ 5 条） 

      1 億円以  

    1,000 円以   

                                                  
7 「直方市行政 大綱、直方市行政 施

計 の総 」（2013 年 7 月 30 日） 
 定 議会は、 1 、労働 2 、

2 の 成。 
9 「施 等の 理 、施 等の 、

施 等の 、一般 収集 、

、 調理 、 口

指定 理 定  1,000 円以 で市長

は 会が めるも

の10 

市長が に めるもの 

労働報 下 額（ 条） 

     公 計労 価11 

・指定 理 定  

直方市行政 表12 

「 会 等 」・「継続 」（ 8 条）  

1 「公契約に定めるものの ち労働条

等の 」の ち、 として「 の

野における の 等な 会 び の

等に関する 」がある。これは、公契約

条例では初めて。 

3 「継続 」がある。 

労働報 議会（ ・10 条）  

労働報 下 額に関するものの 、条例に

係る 要 項について、市長の に じて

調 議する 

5 人以   、 、労働  

［4］直方市の「条例 くり」の 点 

直方市の条例 くりの 点は、 に以下

の 3 つである。 

直方市 合の り み 

つは、直方市 合が公契約条例 く

りを市長に働きかけた 、「合 」したこと

から したことである。現市長のもと

で められた「行財政 」に して

合としては、「財政の 全 は、市 生 を

るために 要」との基本的な考え方に基 い

て「 力」してきた。また、「 間 しても

                                                                              
、 国 指 」（「直方市公契約条例施

行 」 3 条 1 項）。 
10「予定価 は予定価 に して、人 の

める 合が概 7 以 の公の施 の指定

理 定」（「直方市公契約条例施行 」 3 条

2 項） 
11 「公 計労 価の 0 」（ 定

議会 5 回 ）。 
12 「直方市 日 」を基 として「 26
円」（ 定 議会 5 回 ）。 

着実に広がりをみせている公契約条例制定の動き　3
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市 の 下を かない」ためには「公

契約条例」が 要であるとの立 で制定をめ

ざしてきた。 

市長の決  

つは、市長の決 である。2012 年 月に

市が「 」 施したが、決し

て「 い 」では かった。市長は、それ

を けても「 れなかった」とい 。また、

の 見にはかなり しいものもあったが、

条例をつくるとい 方針を まえてまとまっ

たとのことである。（市 の条例案 く

りは、 川 一 との 会によって大

きく した。） 

定 議会の  

つは、 定 議会の たした である。

定 議会の議 によれ 、労働

けでなく からも公契約条例を

し、「もっと く公契約条例があれ よかった」

との 見もある。また、「 の 大」、「下

額の き 」などの 向きな 見が され

ている。 定 議会としては、最 のとりま

とめにあたって、「 の 大」、「下 額の

き 」を行 など条例を「よりよいものに

していくこと」を総 として めている。 

  

（ ）直方市条例成立  

これまで条例を制定してきた自治体は、首

都圏で人口も財政 も「大きな自治体」に

集中していた 13。直方市は、人口 、財政

もそれ どに大きくない、い 「

の自治体」である。そ した自治体で 現で

きたこと、しかも、首都圏を大きく飛び越え

て、九州に広がったことによって、全国のど

この自治体で 現 があることを し

た。このことが よりも大きな であると

。 

                                                  
13 足立区の財政 は東京 23 区 では「 く

ない」とい れている。 

今 は、 にあたって に をは

かることはもちろん、 の 向け 会 

を行 ことなど、 が 要である。 

さらに、直方市 合には、九州で初の

条例となることから、 の自治体 けでな

く、九州全 に広がるよ 、 行自治体とし

ての も期 したい14。 

 

． 県に 新た 動 が

る 

 

都道府県段階での公契約条例の動きは、概

して 調であった。しかし、最近新たな動き

が始まっている。 

 

（１） 県 

長野県では、2013 年 10 月 21 日から 11 月

1 日まで「長野県の契約に関する条例（ ）

要綱案」について が 施

された。これは、い る基本条例であり、

総合評価に労働に関する項目が新 される方

向である。 

連合長野としては、11月 20日に連合 、

県・市議会議 、県 会、 労 会、行

政 会、 合などが した「よ

りよい公契約条例制定 会議」を開 し、

よりよい公契約条例の制定に向けて きつ

き り みを めていくこととしている。 

 

（２） 県 

県は、2013 年 6 月に を れた

「公契約のあり方 会議」が 置され、議

が継続している。 

 

（ ）神奈川県 

川県は、2013 年 月に「公契約に関す

                                                  
14 連合福岡は、11 月 30 日に「公契約条例の

制定を める 」で開 し、直方市

に続く自治体をつくることを している。 

4　自治研かながわ月報 2013年12月号（No.144）
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る 議会」が 置され、現在、議 が継続し

ている。 

県、 川県のいずれも年度 に報

が される予定である。 

県と 川県の を見る り、

は「公契約条例」について否定的

が、関係 が議 を め公契約条例制定に向

けて合 ができることを期 したい。 

    

． た 市 した川 市 

 

公契約条例が市議会に提案されたが、成立

しなかった自治体もある。 

 

（１）川 市 

川越市公契約条例案は、2012 年 月に全会

派一 で市議会が提案したものである。11 月

10 日から 30 日にかけて市議会として

が 施された。また、 ・

労働 を 市 向け 会が開 された。

しかし、提案 初から からの い

が表 されたこと、また、市 との調

足などがあり、 決されないまま継続とな

っていた。 

その 、2013 年 6 月 2 日に市 提案の

「川越市公 調 議会条例」が 決され、

市議会提案の公契約条例案は撤回された。 

11 月 18 日に 1 回「川越市公 調 議

会」が開 された15。今 の 議を じて公

契約条例の制定が されることを期 した

い。 

 

（２） 市 

札幌市の 田 市長は、2011 年の三 に

あたっての公約として公契約条例制定を 、

2012年 2月に市議会に「札幌市公契約条例案」

が提案された。しかし、札幌 会議 、札

                                                  
15 3 、 2 、労働 2  

幌 会、北 道 会、北 道

会などの を けて、市

議会の「野 」である自 が撤回をもとめ

るなど 立したまま 決にいたらず、継続

議となっていた。（経過の は、「公契約条

例の現段階と課題 全国の動向を まえて考

える 」勝島行 「自治 かなが 月報」2012

年 6 月 ） 

2013 年 月市議会において、市 は、

案を撤回し、10 月に条例案の一 を して

市議会に提案し成立をめざしたが、 け れ

られず、10 月 31 日に 決が行 れ否決とな

った。その直 、一 市議が、「 案」と

じ条例案を提案したが、これも 1

（賛成 33、 34）とい き どい なが

ら否決となった。 

この には、市長と市議会の自 ・公

などの会派との間で市長 の 立

が けないままであったこと、また、

会等の との関係では、公 の

や 札額の 下などに する があるとい

れている。市 は、 札制度の につい

て 2012 年 3 月に「最 制 価 」の き

などを 施したが、 の の 度を

えることができなかった。 

 

．公契約条例 を め

を 

 

公契約条例については、なお、基本的な点

で があったり、あるいは「 」の

ための 体的な行動が目立ってきた。そこで、

めて公契約条例の要点と について

したい。 

 

（１）公契約条例 自治体 自 条例 

公契約条例は、自治体 自の条例で、それ

れの自治体 とに、自治体の 条 を 案

してつくられている。例え 、賃金（報 ）

着実に広がりをみせている公契約条例制定の動き　5
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下 額について自治体によって なっている。

指定 理 や継続 の いなども い、ま

た、条例の り方も市長（ ） でつく

られた自治体、 の を れた「条例

定 議会」等を けてつくられた自治体など

さまざまである。いいかえれ 、自治体 と

におかれている条 に じて する余

地がある。     

 

（２）契約自 に る 

公契約条例は、あくまでも の契約自

の に基 いている。自治体が する

や あるいは指定 理

制度に係る に する労働 等の賃金

（報 ）の下 額等を条例で定め、 札に

じた との間で す契約に っている。

は、この 札に するもしないも自

である。 でみるよ に「 」ともか

か って、 要な といえる。 

 

（ ）公契約条例  

公契約条例の は、 につぎのよ なこ

とである。 

［1］公 の 現 の  

い る「 経 」の に、日本

の は、 ・ を ず大きく し

た。また、自治体財政が する中で「

」が 大した。こ したことから、

札 が しくなり、「 （市 価

より に い価 で すること）」 が

えた。国や自治体は、 に「

」をはかったが、 全になくすことがで

きない現 にある。国 が、2013 年 3 月 2

日に、2013 年度の 計労 価の 表の に

関係 や自治体に して した「 労働

の な賃金 の に係る要 につ

いて（以下「国 要 」）」には、

をめぐる について「 の

が、賃金の 下や を き、こ

れが となって、近年、 年 の

が続いている。その 、 労働 の

の っ が 在 しつつあり、 札 調が

生している」としている。 

この を し、公 を 現

さ るには、労働 の賃金について下 額を

定める公契約条例が 要である。 

 

［2］ をなくす 

200 年の「大 市 地下 の 労働

が生 」との報道は、

を する として関係 に大き

な を えた。 に らず、自治体

が する に する労働 の賃金で

は、国が定める「最 度の生 」が さ

れない なものであることを らかにした。

自治体が、 をつくってはなら

ないことは、い までもない16。 

 

［3］公 の を る 

200 年に成立した「公 基本 」

では、公 が 「国 生 の基 で

あること（ 1 条）」、 「国 の である

こと（ 3 条）」、 「国や自治体の であ

ること（ 4 条、5 条）」としている。国や自

治体は 「 全かつ な公 が

かつ に 施されるよ にするため、公

の 施に する の な労働

条 の その 労働 の に関し 要

な施 を ずるよ める（ 11 条）」こと

                                                  
16 94 条約は「 人 が公契約に

札する 間で の とされている現

を一 するため、す ての 札 に最 、

現地で定められている 定の基 を ること

を ける。 公契約によって、賃金、労働

条 に下方 力がかかることがないよ 、公契

約に基 条項を に り ま る（連合

）」ことを目的としている。さらに、国も自

治体も や国連が提 する「

・ （働きがいのある人間らしい ）」

を 現することが められている。 

6　自治研かながわ月報 2013年12月号（No.144）
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としている。公契約条例は、この公

基本 を まえたものである。 

 

［4］ にもよい条例 

に見たよ に近年、公 をめぐって

は、 の大 な 、 ・ を

さ る 札などの 、賃金の 下

の の の れ

の の となっている。しかし、

現段階では、 な を てていない。公契

約条例によって、賃金 下の めをかけ、

労働 が定 し、 ・ を ・

向 していくこととなる。このことは に

とっても大きな である。 

 

［5］市 にも行政にもよい条例 

自治体には、市 の と らしを り、人

間らしい生 を する がある。 

また、公 は 全で なもので

なくてはならない。公 が「 かろ

、 かろ 」であってはならない。 じみ

野市の などにみられるよ に市

の や 全を ことなど にあってはな

らない。 ある公 の提 体制を

自治体がつくることは、市 生 の 全

をつくり すことになる。 

 

． を し 条例 に

 

 

（１） を に し  

［1］ い「 」 

、自治体 などの中には、いま に

公契約条例「 」 が くある。 くが、

「公契約条例をつくらない」ために れて

いるといって過 ではない。「 」 の な

ものは 2 条 2 項「 賃金、

間、 その の 労条 に関する基 は、

でこれを定める。 に する」について

は、これは、「あくまでも自治体が する

を する に 定されている。また、

は契約を かど かの自 がある。」

「最 賃金 に する」については、こ

れも地 に働くす ての労働 の最 賃金を

き るものではない。 .「地方自治

14 条 1 項 条例制定 の している」

については、これは、「公 力の行 を し

たものではなく、あくまでも自治体の条例制

定 の であること」。また、「地方自治

2 条 14 項にある 最 の経 で最大の

を なけれ ならない に している」

については、地方自治 の最も な目的は、

「 福 の 」である。そのための

的な 行は なこと が、「 かろ 、 か

ろ 」であってはならない。 

 

［2］「 」の  

条例を制定すると「 」がかかるとの

指 もある。この点では、野田市の 本市長

は、公契約条例の によって 2010 年度の予

算 は、 に比較して総予算の ずか

0.2 度であること。川 市では、 課は、

「 にあたっての で、 はな

い」としている。 に、 が えたとし

ても、 をみき めることが大

と 。「 」 は、条例を制定しないた

めの「口 」である。 

 

（２）自治体 に  

あるいは は、それ

れの自治体の「まち くり」「 」など

の政 現に かすことができない。また、

今や、 間 労働 の 在 くして自治体

は まない にある。公 基

本 がい 「公 は国 生 の基 」

であるためには、そこで働く労働 が、人間

らしい労働条 と労働 のもとで働くこと

なくして、公 が して、 続的

着実に広がりをみせている公契約条例制定の動き　7



 
 

に提 されることはあり ない。公契約条例

は、 続的な「まち くり」に かすことが

できない。  

 

．公契約条例をめぐる国 新た

動 を る  

 

（１）国 動  

今年の公 計労 価 定の は、

それまで下がり続けていた 価を大 に き

たこと 1 、また、 会 を さ

ることなどが要 されている点である。国

要 では「 労働 の っ 向は、

一 的なものではなく、 的なもの。いま、

な を じなけれ 、近い 、

や の 新に支 がでる。

のためにも、労働 の を やす

要がある」とするなど国の「新たな方針」

が されたことである。 

 

（２） 動  

2013 年 月 18 日に大 でつくる

「日本 連合会」が「労 賃金 等

要綱」を 表した。これによれ 「本年度

の公 計労 価が大 に き ら

れたことを まえ、労 価 き が賃金

の向 に につながるよ 、そのため

の 置を 施するとともに、 労働 の

、 成に向けた総合的な みを する

ものである。」として 体的には、「  

な労 賃金支 いの要 、  労 賃金の

調 の 施、  会 等 、

 な 動の 、  間 に

おける み、  下 の 、 

 労働 の の総合的な み 

 関係方面 の要 」となっている。

                                                  
17 全国 で 15 、 3 県 で 21
き 。 

も の を するために

体的な り みを めよ としている。 

こ した の については、全

総連が長年指 してきたこと が、関係

あ て り まなけれ ならない り

の課題である。そして、 は「

」 と 。 は、 の の

ためには、「公契約条例」あるいは「公契約 」

が 要であり、最も 的 と 。な な

ら、「 」とは、賃金を に き下

ることによってなりたっている。公契約条

例によってこれを し、 のもとで

「下 ・ 」で働く労働 の賃金の下 額

を ら 、 の生 を すること

ができる。また、このことによって

に「 」をあけることが となるからで

ある。 

 

（ ）公契約条例 が ン  

最近、「自治体における 札 調 が き

ている。これは、い る によ

る公 大によって 、人

が しているから 」との報道が、続いて

いる。また、国 の「新たな方針」につい

てもその 現が がれているとい 。 

しかし、自治体や議会の一 には「である

が えに公契約条例は 要」とする向きがあ

る。 

 としての公 は、いずれ

に じる。 経 の 20 年の動向を

まえてい なら 、その に、労働 の賃

金が大きく下がることは、目にみえている。

からこそ、今が、公契約 や公契約条例を

つくる なのである。 
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2013年12 月13 日現在

都道府県名 自治体名 種    別 経　　　　　　　　　　　　　過 備　　　　　　　考

札幌市 公契約条例

2012年2月「公契約条例案」市議会提案。以後、継続審
議。2013年10月3日市議会に修正案提案。2013年10月
31日に市当局の修正提案は否決。同日、一部議員が
当局原案とほぼ同じ修正案が提案されたが、11月1日
に否決（賛成33－反対34）。

要綱等 函館市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱
2001年4月1日施行。
2011年4月1日改正施行

具体的な施
策

「二省単価」に留意し、適正な賃金の支払に配慮するよ
う通知

要綱等 旭川市の公契約に関する方針達成の推進措置 2008年8月21日施行

具体的な施
策

相談窓口の設置

秋田県 秋田市 基本条例 2013年3月「公契約基本条例」成立。 2014年4月1日施行

山形県 基本条例 2008年7月「公共調達基本条例」成立。 2009年4月1日施行

山形市 公契約条例
2013年6月17日から7月16日まで「公契約条例骨子案」
についてパブコメ実施。9月市議会に提案したが、継続
審査に12月市議会でも同様。

2014年4月施行めざして
いる。

群馬県 前橋市 基本条例 2013年3月「公契約基本条例」成立。 2013年10月1日施行

川越市 検討中

2012年9月に議員による「公契約条例（案）」が提案され
た。建設業界の反対等もあり、継続審議となっていた
が、2013年6月27日「川越市公共調達審議会条例」が
成立。議会が提案した「公契約条例案」は、撤回され
た。2013年11月18日に第1回「川越市公共調達審議
会」が開催された。

越谷市 検討中 庁内に「公契約制度調査検討部会」設置。

草加市 検討中
市長のマニフェストで公契約条例制定明記。2013年4月
30日、庁内に「草加市公契約条例検討会」設置。

千葉県 野田市 公契約条例 2009年9月条例成立。 2010年4月1日施行

要綱等 日野市総合評価ガイドライン

評価項目 「二省単価」の80%以上の労務単価が確認できる

要綱等 小平市総合評価ガイドライン

評価項目 「二省単価」以上の労務単価が確認できる。

多摩市 公契約条例 2011年12月条例成立。 2012年4月1日施行

国分寺市 公契約条例 2012年6月「公共調達条例」成立。 2012年12月1日施行

小金井市 検討中
2010年5月「第3次行財政改革大綱」に「公契約条例」
2012年度実施明記。具体的な動きは無い。

2012年12月に「市内事
業者アンケート」実施。
2013年3月公表。

要綱等
新宿区が発注する契約に係る労働環境の確認に関す
る要綱

1．対象
ａ　2000万円以上の工事
ｂ　2000万円以上の委託

２．確認 チェックシートによる確認

３．賃金
ａ　工事　「二省単価」の80%以上
ｂ　委託　900円

表　　「公契約条例」全国の動向

山形県

埼玉県

新宿区

函館市

旭川市

北海道

日野市

小平市

2008年9月1日施行

2011年4月1日施行

2010年7月1日施行

東京都１
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都道府県名 自治体名 種    別 経　　　　　　　　　　　　　過 備　　　　　　　考

区 要綱等
区公契約等に る適正な労働環境の 備に関

する要綱
2012年3月28日施行

谷区 公契約条例 2012年6月「公契約条例」成立。 2013年1月1日施行

立区 公契約条例 2013年9月27日「公契約条例」成立。 2014年4月1日施行

川区 基本条例 2010年3月23日「公共調達基本条例」成立。 2010年4月1日施行

田谷区 検討中 2011年9月 部委員による「公契約検討会」設置。
2013年2月「中 」。
年度内条例化の方向

川県 検討中
2013年7月16日 部委員による「公契約に関する 議
会」設置。

2013年度中に
成 定。公契約条例の
制定も め 検討

川 市 公契約条例 2010年12月「公契約条例」成立。 2011年4月1日施行

相 原市 公契約条例 2011年12月「公契約条例」成立。 2012年4月1日施行

市 公契約条例 2012年12月「公契約条例」成立。 2013年4月1日施行

市 検討中
2013年4月 合の政策制度要 に対する回

で「検討会設置」と回 。

長野県 長野県 検討中

2013年6月に当局より「契約に関する条例の考 方」が
議会に される。2013年10月21日「長野県の契約に関
する条例（ ）要綱案について」のパブコメはじまる
（11月19日まで）。

川県 小 市 検討中
2013年3月市長 で当 した 田 と「 合
川かが 」とで政策 定（「公契約条例の制定 めざ
す」）。

知県 検討中 2013年6月14日「公契約のあり方検討会議」設置。
2014年３月 まとめの

定

要綱等 田市公契約基本方針（総合評価） 2011年2月10日施行

評価項目
（工事・委
託）

「労働者 の 上回る賃金等の支払いに関する提
案 検 方 の提案」、「労働者 の 上回る
労働条 に関する提案 検 方 の提案」な の
評価項目

橋市 検討中
2013年4月22日 部委員による「公契約のあり方に関
する 談会」設置。

県 日市市 検討中
2013年3月6日 部委員による「公契約制度検討委員
会」設置。

市
2008年12月市議 による「公契約条例」市議会提
案。2009年5月委員会否決。2012年12月1日「 市公
契約条例の制定 めざす会」発 。

加 市 検討中

2012年 平市長が当 。マニフェストに「 札改
革・公契約条例検討委員会設置」明記。2012年5月「加

市 かにする公契約条例 り 会議」 成。
名 動 開。

「2015年6月までの
中に条例制定したい。
（加 市長）」（ 新
2013年1月30日）

市 検討中
2013年5月31日 部委員による「公契約条例検討委員
会」 設置。

2014年1月にパブ ック
コメント。3月市議会に条
例案 提案 定。

基本条例 2011年12月「公共調達基本条例」成立。 2012年4月1日施行

総合評価
加 共同 に関する表 、労働 全 に関

する認 、 定 労働 制度 の加

川県

知県

県

東京都２

田市

知県 知市

10　自治研かながわ月報 2013年12月号（No.144）



都道府県名 自治体名 種    別 経　　　　　　　　　　　　　過 備　　　　　　　考

川県 市 検討中
2013年6月13日、市議会で「公契約条例について検討」
と （ 国新 ）。

北 市 検討中 2012年8月庁内に「公契約条例に関する 会」設置。

方市 公契約条例

2013年6月11日に 部委員による「公契約条例策定審
議会」設置、 回開催。9月17日から10月16日パブコメ。
12月市議会に条例案提案。12月12日の市議会で全会
一 で条例成立。

2014年4月1日施行

要綱等
市長が発注する工事請 契約に係る労働環境の

確認に関する要綱

1．対象 5000万円以上の工事

２．確認 労働環境チェックシートによる確認

３．賃金 　「二省単価」の80 以上

県

本表は、 川県 方自治 ン ー が、自治体の ー ー 議会等で公開された 等 下にしてまとめたものである。
「公契約条例」とは、名 にかか ら 条例に賃金（ ）下 の定めがあるもの、「基本条例」とは、名 にかか ら 公契約の

等の定めがあるもの、「要綱等」とは、要綱、指針、総合評価等に賃金（ ）・労働条 等について らかの定めがあるもの、 い
う。

県 市
2013年6月3日施行（業
務委託に関しても検討
中）

着実に広がりをみせている公契約条例制定の動き　11
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2013 年 11 月、 の「2015 年から 50 年間で 新できる の公 施 が 4 の 1」とい

て え・大 についての 算公表が報道された。県でも 月に「県 施 の見える

」が公表されているが、人口 期に された公 施 の が 行する一方で、人口

期の とともに大 や 新等にかかる財政 が 大していくこと の 念から、

の公 施 の現 のための や の に向けた指針等をつくる、い る

「公 施 」に り 自治体が に えてきている。 
県 では、藤 市や 野市が 定した「公 施 」が 例として全国的に

も であるが、この 2 3 年で 市や 市を始め、 くの自治体で公 施

の り みが始まっている。た し、その中 については自治体の や地 情に じた

もあり、一 ではない。 
 そこで本 では、 例市 以 の県 10 市（ 表）における公 施 関連の

り みを り 、 や方針の を ・ 理しながら、県 各自治体が

した公 施 の 向を する。 

 

１． 市 動  

 
市 

 市は 2013 年 3 月に「公

」を 定した。 市が

する約 2500の の ち、 では、

に市 施 、 会福 施 、 施

を り 、 、 全 や 理

に関する年間総 を とに 理

した基 集となっている。 
は、 施 と地 の 表的な

施 について、区 とに立地

を 理している点に がある。また、

の 成過 で、「 大な の公 に

ついて現 のままで に たり な

全を継続すること び えを めていく

ことが になる」との課題を提 し、課

題 決に向けた市 見を 集した点は

である。 
 また、これに 立つ 2009年 月には、「公

施 の 全・ 基本方針」を 定し、

・ の 点から公

の長 にも り んでいる。

公 の 全 を開 ・

しつつ、全 一的な 全に関する

のもとで各 が施 との 全 理指針

を 定する等の施 を している。 
 

川 市 

 川 市は、財 理 の として

 
を る の公  
－ 例市 市 － 
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2011 年 2 月に「 」

を 定し、「施 の による の最

」「予 全 の による長

」「 な による市 財 理

」とい つの を て、 り み

を開始した。 
2013 年 3 月には「公 長

に向けた 施方針」を 定し、施 の点

や 全の 施等、施 長 に向けた

を提 した。また、 年 12 月には、「

2 期 期間の 施方

針」となる「 案」

を公表し、2013 年度中の 定をめざして

続きを行っている。 
 

市 

市は、2013 年 10 月に「公 施

の 全・ 基本指針」を 定した。指

針には、 要 ・ ・長期 ・総合

とい の 4 つの 点が

られ、それを まえて 公 施

の 、 継続 する施 の

な 、 （ 地、

）の 、 公 施

体制の とい 公 施

の みが提 されている。 
また、「 の 方 」として、

の や 面積の 等に

よる の 算を行った えで、

面積の 目 を 定している点は

い。「今 30 年間で 20 の 」と

した 体的な数 目 の提 については、

の 施も めた今 の り み

が 目される。 
指針 定に 立ち、2013 年 3 月に基

として 成・公表された「公 施

」では、757 の公 施 について、

面積や 理 等の を集約し、

置 や 、 理 など

の 点から が行 れている。 
 

２． 市 動  

 

市 

 藤 市が 200 年 11 月に公表した「公

施 」は、 の考え

方に立 して、施 の現 公開と公 施

のあり方について 広い議 を めること

を目的とした基 的な としてまとめら

れた。 は、市の 施 を 要な

として え、地 施 の を施

面・ 面・ 面・ 面から し、

施 の現 と課題を している。 
また、13 の地区 とにも 理 を行っ

た で、地 で される会議を中

に施 の 案を し、 に 、

行していくといった 期的な提案も り

まれている。 
 

市 

 市は 2013 年 9 月に、市 に施

の現 を広く ら 、今 の施 のあり方

の を行 ための基 として「公

施 」を公表した。 面

積 50 ㎡以 の 、34 施 を に施

の 、 度、 理経 等の

を集約した で、公 施

に関する基本的な考え方を提 している。 
基本方針では、施 総 の ・ と

して新 は行 ず、 施 について

は な評価を行い 合などを す

る・ 合 、 間 金や 間施 の な

どにより総 を ・ て えを行 合

は よりも とする、といっ

た つの が されている。 
この ち施 評価については、点数に

じて「 ・ を する」「 を

する」「 て えを する」「現 を

将来コストを見据える県内自治体の公共施設マネジメント　13
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する」といった に した

で、今 のあり方を することとしてお

り、2014 年度に施 置 計 を 定

する が まれている。 
 

市 

 田 市は、2010 年 3 月に 177 の施

を とする「施 」を 成した。そ

の目的は、施 全体のあり方を して行

くための基 的な とすることと、市

の する施 の を市 に かりやす

く ら ることにあった。 には、

の や 、 経 を めた 理

にかかる の について施

に 数年の が されており、2012
年 12 月には施 の が

公表されている。 
 2011 年 3 月には「市 施 の 理 に

関する基本方針」を 定し、市のす ての

施 についての ・ 理 ・ 置に関

する基本的な考え方を した。今 の施

のあり方と 理 の方針を決定する に

は、 要 の 、 初の ・

目的にとら れず、 な を ける、

の 、 理 の とい

つの 点に基 くものとしている。ま

た、この けを経てもなお、 するこ

とが 要と位置 けた施 の 全につ

いて、基本的な考え方も り まれている。 
 

市 

 市は、公 施 の現 と に

向けた公 施 のあり方を考えていく で

の とすることを目的に、2010 年に「施

」を 成した。392 の公 施 につ

いて 面積、 の 、 理や

人 、 経 の を集約している。 
 また、施 の ・ に関して「公

施 総合的 理基本方針」（2006 年 9 月）、

「施 の 等基本的な考え方」（2007 年

7 月）、「公 計 」（200 年

1 月）、「公 の長 に向けた考

え方」（200 年 11 月）といった方針や計

を 定しており、 の 点から

施 の な 理と長 を

る り みを めてきている。 
なお については、2013 年度が 5 年

に一度の 新年度にあたり、 新 が近

く公表される予定である。 
 

市 

 市では、2013 年 3 月に「公 施

・ 計 （ 定 ）」を 定した。

これは に課題のある公 施 の

を計 的かつ 的に行 として

200 年に 定された 10 年計 の 定 で、

の財政 の を る等の 点

から見直され、 りまとめた計 である。 
最新の計 では、道 や 、下 道な

どを いた 基 の公 施 と

の公 地を「 施 」の に位

置 け、 の を す指 を考

して 施 を している。「

が した施 」「 を または 合

する施 」「 び など

を 施する施 」「現 のまま する施

」「 する施 」「行政 点地区の

施 」の 6 つの区 に り けた施

について、 の方針が されている。 
 

市 

 木市は、2011 年 定の「公 の

長期 理計 の基本方針」で、計 的

な施 の ・ ・ 理に り

こととしていた。2013 年 4 月に した「公

施 の最 基本方針」に、総 制・

集約・ 合とい の

を り んでいる。 

14　自治研かながわ月報 2013年12月号（No.144）
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 最 基本方針と に公表された「中

市 地の公 施 計 」では、本

木 の公 施 の とい 目的

が提 され、 地 の 1 施 について

全 や 新 ・ 働 ・ とい

った 点から が行 れている。その

で、 施 の集約 と 、計 的

な 理 の 、 理の

い の最 、 な による財

の を にした施 の 置計 が

体的に り まれている。 
 

市 

 公 施 に した方針や

計 等は に公表されていないが、2010
年 3 月 定の「行政 大綱」には、「公

施 ・公 財 の 理」の項目があ

り、「公 施 の計 的な 全」「施

理 の 」「 間 力の 」「公 財

の 理」の が られている。 

 

． 市 た  

 

 以 のよ な各市の り みを 理する

と、次のよ な 向が見 される。 

 

 

 公 施 の に し始めた

自治体に する 題 は、 に し

たよ に施 の とそれを 理す

るためにかかる 大な をいかに す

るかとい 点にある。 

 たとえ 市では、2012 年度から今

20 年間に 要となる公 施 の 全 の

計で、総額約 3 3 450 億円、年

で約 1 620 億円とい 数 が 算されて

いる。この ち一般会計における 全 の

計について年 額で約 50億円と

い 数 が されており、2013 年度の 全

に係る予算約 640 億円との比較で、現行

予算を大 に 回っているとの課題 が

されている。 
 また 市では、今 40 年間の 新

が総額 5 594 6 億円と 計され、2013
年度 初予算における公 施 に係る

的経 と の合計 5 7 億円との

比較で 1 2 億円の 足が生じるとし、この

足額をど めていくかが大きな課題で

あるとの 題が提 されている。 
 自治体の財政 に じて額の はあ

るが、近年の予算 との比較で、

をいかに 制するかが れている。 
 なお、こ した の 新 算にあ

たっては、総 が「公 施 等 新

算 」を で公開してお

り、その を財 人地 総合 財

が提 している。 市も地 総合

財 の を して を 成して

いるが、こ した 算 の提 で 新

算が になったことも各自治体の

公 施 に する り みを

しした 面はある ろ 。 

 

に 

 田 市では、今 30 年間の公 施

の ・ 新に 1 014 億円、年 34 億

円の が 要と見 みを しているが、

では、施 とに 理経 のみな

らず 経 についても 数年の 位

で している。 

また、 市の でも、決算 から

の ではあるが、人 や を

り んでおり、 市の でも

を めた 算定が行 れている。 

公 施 の基 となる

は、施 の 理にかかる経 にと

どまらず、 に係る経 も めて 算・

公表される 向がみられる。 

将来コストを見据える県内自治体の公共施設マネジメント　15
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こ した には、2009 年 5 月に

総合 「自治体公 施 の 」

会が した政 提 「自治体公 施

の 情報から始める

の 」で、 の

情報 の 要 が提 されたことも

ある。「より ない で

を める」ことを「 の 」

と定 した 提 では、 （ 地

）の の 点として、施 、

、 が られており、施

を 面 けでなく、 面や 面な

どから総合的に えている。 

 

をめ  

 市の施 では、市 一人 た

りの公 施 の 面積（2 3 ㎡）が、さ

いたま市（2 0 ㎡）や 市（3 3 ㎡）との

比較で され、その 定された

の方針では、 面積の 目 を

体的に している。また、 市の

では、施 総 の が基本方針の一つに

られ、「施 評価」を行った えで

計 を 定するとしている。 

 施 を「 」として「見える 」

することで市 に の自治体との比較

を し、そこから 体的な の数 目

を 定していくとい は、公 施

を計 的に していこ とす

る自治体の決 の表れであろ が、 体

はこれからである。 

 

 

 川 市は、 ・ とい

点から公 施 の に

しており、 動 の最 な や

とい り みを 点で があ

る。 方で 2013 年 3 月に「公 長

に向けた 施方針」を 定し、 30

年以 を経過した公 の 面積が

全体の 7 度にまで する見 みとな

る 10 年 を見 えた長 の り

みが目立つ。また、 市や 市でも

と 行して公 の長 に向け

た考え方を しており、 木市も公 施

置計 の一方で公 施 の長期

理計 を 定している。 
には長期的 野に立った

り みが となるが、さしあたり

の を長 する が され

ている。なお、施 の長 として

は、 合が 生してから 等を行 と

いった「 全」 ではなく、 合を

に するために計 を立てて 全を

行 「予 全」 の り みが され

る 向にある。 

 

 

 10 市の ち、 体的な施 を て

置に しているのは、 市と 木

市のみと ないが、いずれも 地区が

定されているとい 点がある。 
 市については今 て えが予定

される市 の行政 点地区、 木市

については 開 が現在 行形の本

木 地区が 地区となっており、地

区 の一 で、公 施 の や

合 等が られる予定である。 

 なお、施 体での「 」を する

例は、 市の 調理 のみ

で、 市では 体 まで られていない。 

 

． 行した 市 例 

 

 本 は、 例市 以 の市における「公

施 」を中 に ってきた

が、その比較 として全国的に 目され

ている 野市の 行 例についても、 考

16　自治研かながわ月報 2013年12月号（No.144）
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までに しておきたい。 

 

 

野市は、200 年 4 月に「公 施

置計 」を 置し、公 施 の全

を するために「公 施 」を 成、

2009 年 10 月に公表した。 
の 成にあたっては、

等 の を行 ず、 自 が 成

したとい 点が として られる。ま

た、 の 成から 置計 の 定・

までが に してきている点

でも評価を けている。 
の公表から 2 月 の 2009 年 12 月

には、 により 成される「公

施 置計 （ ） 会」（

長 本 東 大 経 ）を

置し、公 施 の 置に関する議 を開

始した。市では、2010 年 月に 会か

ら市長 の提 として提 された「 野市

の公 施 置に関する方針案」を ま

え、 年 10 月に「公 施 の 置に関

する方針」の 定に っている。 
 

に る方  

 置に関する方針は、以下、4 つの方

針から 成されている。 
 まず、方針 の基本方針として、 新し

い は しない（ 新を く）、

現在の は 位をつけて 、

度の い は ・賃 、

は一元的に 、の つ

が られている。 
 方針 としては、施 新の 度が

され、施 新の に最 さ る と

して、 ・ て支 ・行政

の つが されている。 
 方針 は、数 目 として、10 年 との

新面積の 目 が られている。た

とえ 2011 年度から 2020 年度までの 10
年間で、 中 で 900 ㎡（体 の

えにより ）、その の施 で 2 200 ㎡、

合計で 1 300 ㎡といった数 が され、

40年 の 2050年には全体で約 30 の面積

を する、とい である。 
 方針 4 では、 置の 点を「 えあれ

れいなし」「三人 れ の 」「三

方一 」「 い は れ 」「 の

」とい を し、 つの

にまとめている。 
 

に た  

 置に関する方針を まえ、 の

計 として定められた「 1 期基本計

（2011 年度から 2020 年度）」では、計

期間 に 1 340 ㎡の 面積と 57 億

円の 理 を することとしてい

る。また、期間 に次のよ な つの

を 施することで、「公 施 の

置」が一概に 下を くもので

はないと している点は い。 

 は、 公 と中 体

などを 合 した施 の 、 福

施 に を し、 行

を行 、 などの 施 を地

に するとともに、自治会 の開 を

支 する、 間の力を りて福 施 や

などを し、 を

さ る、といった である。 と の

については、2012 年度に公 連 の

形ですでに が 現 している。 

 

．  

 

以 ここまで、県 10 市の「公 施

」と される り みの

的な面を中 に り てきたが、今 の

施 開に し「市 との関 り」とい
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1  
 

点から 目す き点を指 しておきたい。 
市 との関 りとい 点では、 田 市

が公 施 を 成する目的の一つに、

市 に し公 施 の現 を えることを

ている。また 市のよ に、市 の

見を まえた形で今 の施 全のあり

方についての方針をまとめていこ とする

ところもある。 

たとえ 市は、「今 全にかける

はどの 度が か」について、市

に いかけ、 見 集を行った。「施 の

にど す きか」とい に

し「中には ざるを ない施 もある

と 」と「 の公 の えとあ

て 合 を り、 の に

つな ながら を する き」とい

回 の を 市 が かった、との

集計 が されている。 

公 施 は、施 の 年数や

などの数 が市 にも かりやすい形

で され、「 する施 」とともに「財

政 の 」とい の 題が

点 されていることもあり、

の とい 方向 に市 の賛 を し

やすい、とい 面が否めない。 
市 が的 な を すためには、 方

で、現 の施 の 合等にあたって、

の施 が現在 たしている を 的

にど 位置 けていくのか、といった

の提 も 要となるはずであるが、

そ した は現 を目的とした

では かれていない。 置等の方針で

も、施 の 合等に 面等の

が積 的に れる一方で、

には されていないのである。 
たとえ 施 や 施 な

どは、その施 を現在も し、集 人

が 数 在しており、 に 施 の

合案が行政から されれ 、施 を

中 に の が がるのは であろ 。

合等の経 がある自治体は、そ

した 題 に係る 生を に

定できるはずであるが、公 施

は、こ した 題を予定していない。 
今回 り た 10 市では、施 の現

や長 のよ な 始めの施 に

り 段階が いが、中には公 施 全体

の 面積 を ち した市や、

合・ 合 等の計 を ている市もある。 
市では 面積の総 で 目

を 定し、次年度以 の 施を

予定する。 市でも施 評価の 続き

を経て、施 の 置 計 を次年度

定予定としている。 木市や 市は、

定の地 における公 施 の 置計

に し始めているが、これらの市が公

施 の 置にあたって、市 の理 をど

のよ に ていくのか。それ れの が

目されるところである。 
さらに、藤 市の公 施

では、地区 とに市 で 成された会

議体が公 施 のあり方を する、とい

市 自治のしくみが予定されていたが、

現 点ではま 現 の を いていない。

市 の関 る み くりは、 間を要す

る であるともいえる。それ けに公

施 を、市 自治とともに

さ ていこ とする自治体現 の

が することを期 したい。 

なお、公 施 の と近 す

る課題としては、道 ・ ・ 下 道な

どの 施 の 題もある。 田 市

が 2014 年度から の長 を

さ るとの新 報道（2013 年 10
月 15 日 川新 ）もあり、今 はこ

した の 題も、今回 えなかっ

た自治体の公 施 の動向と

、 次 っていく予定である。 
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自治体 主な施策や方針等 公表年月 主な目的

公共施設の保全・利活用基本方針 H21.3 公共施設の維持と有効活用

公共建築物の施設評価及び保全に関する運
用指針

H21
関係者の役割や共通ルールの整
理

公共建築物マネジメント白書 H25.3 基礎資料

資産マネジメントプラン H23.2 資産管理・活用

公共建築物長寿命化に向けた実施方針 H25.3 予防保全による長寿命化の推進

資産マネジメントカルテ(予定） H25年度 「資産・債務改革」の推進

公共施設マネジメント取組方針 H23.5 施策の位置づけの明確化・工程表

公共施設白書 H24.3 基礎資料

公共施設の保全・利活用基本指針 H25.10 公共施設サービスの適正化

藤沢市 公共施設マネジメント白書 H20.11 基礎資料

公共施設マネジメント白書 H25.9 基礎資料

施設配置適正化計画（予定） H26年度 －

施設白書 H22.3 基礎データ・市民への情報提供

市有施設の管理運営に係る基本方針 H23.3 施設の維持管理

公共施設総合的管理基本方針 H18.9 一元的維持管理

施設白書
H20.11（H25年
度更新予定） 公共施設の現状把握

公共建築物の長寿命化に向けた考え方 H20.11 総合的管理基本方針の個別計画

公共施設整備・再編計画
H20策定・H23
改定

施設の再整備（耐震性の観点）

公共建築物中長期保全計画 H22.7 適切な維持管理

公共施設整備・再編計画（改定版） H25.3 財政負担の平準化

公共建築物の長期維持管理計画基本方針 H23
計画的な施設の整備・改修・維持管
理

公共施設の最適化基本方針 H25.4 公共施設の維持・更新

中心市街地の公共施設再配置計画 H25.4
中心市街地における公共施設配置
の適正化

大和市 行政改革大綱 H22.3 －

〔参　考〕

公共施設白書 H21.10 公共施設の全容把握

公共施設の再配置に関する方針 H22.10 再配置の推進

公共施設再配置計画第1期基本計画／前期
実行プラン

H23.3 再配置の実行性確保

神奈川県内の「公共施設マネジメント」への取り組み状況（特例市規模以上の市のみ）

※各自治体のHP公表資料をもとに編集部にて作成

横浜市

川崎市

相模原市

横須賀市

小田原市

平塚市

茅ヶ崎市

厚木市

秦野市
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資料 1　神奈川県内の「公共施設マネジメント」への取り組み状況（特例市規模以上の市のみ）
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市 が 例  

 

2012 年 2 月 日に議会基本条例 議

会を 置し、議会基本条例制定に向けて 議

を てきた大 市議会では、2013 年 11
月 27 日の 4 回定例会初日の本会議に大

市議会基本条例案を提 し、全 一 で 決

した。2014 年 1 月から施行される。議 10
で 成された 議会では、計 32 回の会議

が開 された。 
条例案の 過 では、市 会が行

れ（10 月 5 日）たり、9 月 20 日から 10 月

21 日までの約 1 月間に たり

を 施する等、市 に開かれた り

みも行 れた。 には

107 の 見が られており、議会の回

は に されている。 
条例は、 22 条で 成されており、

「 1  総 （ 1・2 条）」「 2  

議会 び議 の 動 （ 3 条 6 条）」

「 3  市 と議会との関係（ 7 条・

条）」「 4  議会と市長等との関係

（ 9 条 12 条）」「 5  議長 び

議長（ 13 条）」「 6  議会 の

（ 14 1 条）」「 7  議 定数

び議 報 （ 19・20 条）」「  議

会 （ 21 条）」「 9  条例の

（ 22 条）」とい 立てとなっている。 
7 条に市 の 定があり、「地

に 向くなどして市 や 体との 見 を

行 」としている。また、 11 条に議会と

しての行政評価が り まれており、 22
条で一般 から 4 年を えない期間での

条例の を 定している点についても、今

の が 目される。 
 

行をめ 市  

 
 三 市議会は、2011 年 6 月に 7 人の

による議会基本条例 会を 置し、議

会基本条例制定の議 を めてきた。2013
年 10 月に 案をまとめ、10 月 1 日から 31
日までの 1 月間市 見を 集し、 24
日には市 会を開 した。 
 20 回目となる 11 月 11 日の 会

は、 見 集を まえた が行 れており、

予定の では、2014 年 3 月に開

かれる 1 回定例会に条例案を議 提案し、

4 月 1 日の施行をめざすとしている。 
 

市 市 を  

 
 市会は 2011 年 5 月から 会を

置し、2 年間の調 ・ を経て、2013
年 6 月から市会 会で 議を めて

きた。12 月には「 市議会基本条例（

案）」をまとめ、 13 日から市 の 見

集を開始した（2014 年 1 月 14 日まで）。 
条例（ 案） び 見提 の は下 の

市会 に されている。 
 

 

 

に 条例の制定  
 

・ ・ 市 が市 を  
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 編集後記

　県が緊急財政対策のため、2012年11月に打ち出した県立図書館の閲覧・貸出機能の廃止方針が

大幅に見直されそうだ。黒岩知事が12月２日の議会本会議で、県立図書館の建て替えを視野に入れ

た再整備方針を表明したとの報道があった。県民の「知の拠点」としてさらに充実させる考えだと

いう。

　公共施設の中でも図書館は、蔵書の購入費や運営経費が膨大になりがちなこともあり、特に県

レベルで近年、市町村との役割分担を踏まえて見直しの動きが目立っている。市町村レベルでは運営

を民間に委ねる潮流にあり、県内でも海老名市がレンタルソフト店大手「TSUTAYA」（ツタヤ）を

運営する事業体を2014年4月からの指定管理者として選定したことが明らかになった。

　県の廃止方針転換の背景には「民間からの提言」の影響も少なからずあるようだが、本を手にし

ない人々が増加傾向にある今日、本から学ぶことの奥行きを伝えられる図書館の存在意義はより高

まっているように思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （谷本有美子）

巻頭言
「中央公論」の2013年12月号に「壊死する地方都市」という特集が組まれていた。元岩手県知事で

総務大臣も歴任した増田寛也氏と人口減少問題研究会の共著で、「2040年、地方消滅。『極点社

会』が到来する」というタイトルの主論文が載っており、わかりやすい人口減少社会の姿を提示し

ている。

　これによると、人口減少は３段階のプロセスを踏んでいくという。第１段階は2040年までで、生

産・年少人口は減少し続けていくが老齢人口は増加する。2025年以降はすべての都道府県で人口が

減少するようになり、2040年の総人口は1億728万人に減少する。第２段階は2060年までで、生産・

年少人口は減り続け、老齢人口が横ばいか微減となり人口の４割を占め、総人口は2048年に1億を

割って9,913万人となり、2060年には8,674万人となる。第３段階はそれ以降で、老齢人口を含めて人

口減少が急速に進み2110年には4,286万人にまで減少し、現在の３分の1になると推計している。

　人口減少は地域によってその進行度が大きく異なっているのが特徴である。大都市や県庁所在地

などの中核都市では第１段階であるのに対して、地方の多くの地域ではそれよりも30～50年速いス

ピードで人口減少が進んでおり、既に第２段階や第３段階にまでさしかかっている。大都市への若

者の流入が地方の人口減少に拍車をかけ、人口減少にも「地域間格差」を生み出し、東京一極集中

が今後も続くとしている。

　神奈川県内でも同様な傾向が読み取れる。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、県内

総人口は2025年には減少しはじめて900万人となり、2040年には70万人減少して834万人になるとさ

れている。2040年までに2010年よりも人口が増加するのは川崎市の5万人だけであり、横浜市が22万人

減少し347万人となるのをはじめ、他の各市が46万人減少し、町村は7万人減少するとされている。

　特に減少率では、2010年を100とした指数で見ると、2040年は県全体で92.2であり、横浜が94.0、

川崎が103.5、相模原が95.9、その他の市が93.9、町村が77.2となっており、町村の減少率が大きいこ

とがわかる。都市では三浦が65.7で最も減少率が大きく、町村では箱根53.0、真鶴54.3、山北57.7な

どが減少率が大きく、人口が30年間でほぼ半減することになる。

　人口減少は、地域の社会経済や住民の生活基盤そのものに大きな影響を与える。決定的なのは15

～64歳の生産年齢人口の大幅な減少で、2010年を100とした場合､2040年には全国で70.8、神奈川で

も76.4にまで下がってしまう。構成比でも全国で53.9％、神奈川で55.2％にまで下がり、人口のほぼ

半数が従属年齢人口になるということである。

  人口減少社会は既に始まっており、大都市も急速に高齢化が進み、やがて人口減少を迎える。少

子化対策として人口の維持・反転のために「結婚・妊娠・出産・子育て支援」を行うこと、超高齢

社会に対応した医療・福祉・介護をあわせた包括ケア体制を地域に築きあげること、そして社会保

障制度の確立をはじめ安心・安全な持続可能性を有する地域社会づくりが求められている。そのた

めに自治体の役割は大きい。

　これまでの横並び意識と成長依存の思考を抜本的に改め、共生・連携による横のつながりを重視

した自治体間の役割分担と自律的連携が必要になってきている。自治体自身が中長期的な展望を

持って、自助・共助・公助の役割分担をふまえた総合的な政策展開が待たれている。
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巻頭言



１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

800 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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